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第３期塩竈市障がい者プラン
第３期塩竈市障がい者福祉計画・第５期塩竈市障がい福祉計画・第１期塩竈市障がい児福祉計画

Ⅳ 計画の推進体制と進行管理計画の推進体制と進行管理

（１）県・関係機関との連携強化

　障がい福祉サービス等の提供、総合的な相談支援や地域への移行支援等にあたっては、宮城県や近
隣自治体、社会福祉法人や医療機関をはじめとした関係機関との連携を強化することで効果的な計画
の推進を図ります。

（２）塩竈市障がい者福祉推進委員会の設置

　障がい者及び障がい児福祉の施策について、市民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適正に実施
するために、学識経験者をはじめ地域福祉、障がい者団体、事業所、教育、行政、法律、医療機関、
市民代表の関係者からなる「塩竈市障がい者福祉推進委員会」を設置しました。

（３）本プランにおける進行管理と評価

　本プランの推進と進行管理は、「計画（Plan）」、「実行（Do）」、「評価（Check）」、「改善（Action）」
のプロセスを循環させながら、障がい者及び障がい児関連施策の動向も踏まえ、必要に応じて計画の
見直しを行っていきます。
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概 要 版

● 第３期塩竈市障がい者プランにおけるＰＤＣＡサイクルプロセスのイメージ ●

改善（Action）

●中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、
障がい福祉計画・障がい児福祉計画の見直し等を実施。

実行（Do）

●計画の内容を踏まえ、事業を実施する。

基 本 指 針

障がい福祉計画・障がい児福祉計画の基本的な考え方及び達成すべき目標、サービス
提供体制に関する見込量の方法の提示

計画（Plan）

●「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定するとともに、指定障がい福祉
サービス・障がい児通所支援等の見込量の設定や確保のための方策等を定める。

評価（Check）

●成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障がい者・
障がい児施策や関連施策の動向も踏まえながら、障がい福祉計画・障がい児福祉計
画の中間評価として分析・評価を行う。

11


